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（ 事 業 の 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、社 会 福 祉 法 人 朝 霞 地 区 福 祉 会 が 和 光 市（ 以 下「 市 」

と い う 。） か ら の 事 業 委 託 に よ り 運 営 す る 和 光 市 ほ ん ち ょ う 保 育 園 及

び 和 光 市 に い く ら 保 育 園 （ 以 下 「 園 」 と い う 。） に お い て 、 質 の 高 い

特 定 教 育・保 育 を 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も（ 以 下「 利 用 子 ど も 」と い う 。）

並 び に 保 護 者 及 び 地 域 に 提 供 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を

目 的 と す る 。  

 

（ 運 営 の 方 針 ）  

第 ２ 条  園 は 、次 に 掲 げ る 運 営 の 方 針 に 基 づ き 、利 用 子 ど も を 日 々 受 け

入 れ 、 特 定 教 育 ・ 保 育 を 行 う 。  

（ １ ） 特 定 教 育 ・ 保 育 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 子 ど も の 最 善 の 利  

益 を 考 慮 し 、 そ の 福 祉 を 積 極 的 に 増 進 す る こ と に 最 も ふ さ わ し

い 生 活 の 場 を 提 供 す る よ う 努 め る 。  

（ ２ ）特 定 教 育・保 育 に 関 す る 専 門 性 を 有 す る 職 員 が 、家 庭 と の 緊 密

な 連 携 の 下 に 利 用 子 ど も の 状 況 や 発 達 過 程 を 踏 ま え 、養 護 及 び 教

育 を 一 体 的 に 行 う 。  

（ ３ ）園 は 、利 用 子 ど も の 属 す る 家 庭 や 地 域 等 、様 々 な 社 会 資 源 と の

連 携 を 図 り な が ら 、利 用 子 ど も の 保 護 者（ 以 下「 保 護 者 」と い う 。）

及 び 地 域 の 子 育 て 家 庭 に 対 す る 支 援 等 を 行 う よ う 努 め る 。  

 

（ 各 園 の 名 称 と 所 在 地 ）  

第 ３ 条  各 園 の 名 称 と 所 在 地 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 和 光 市 ほ ん ち ょ う 保 育 園  埼 玉 県 和 光 市 本 町 ３ １ 番 １ ８ 号  

（ ２ ） 和 光 市 に い く ら 保 育 園  埼 玉 県 和 光 市 新 倉 １ 丁 目 ３ ６ 番 ２ 号  

 

（ 提 供 す る 特 定 教 育 ・ 保 育 の 内 容 ）  

第 ４ 条  園 は 、児 童 福 祉 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ）及 び 子 ど も・

子 育 て 支 援 法（ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ６ ５ 号 ）を 遵 守 し 、保 育 所 保 育 指 針

（ 平 成 ２ ９ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 １ １ ７ 号 ）に 基 づ き 、利 用 子 ど も の 心

身 の 状 況 等 に 応 じ て 、次 に 掲 げ る 特 定 教 育・保 育 を 提 供 す る も の と す

る 。  

（ １ ）保 育 標 準 時 間 児 童（ 和 光 市 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 条 例（ 平

成 ２ ６ 年 条 例 第 １ ２ 号 ）第 ４ 条 第 １ 号 の 保 育 標 準 時 間 の 認 定 を 受

け た 児 童 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び 保 育 短 時 間 児 童 （ 同 条 第 ２ 号

の 保 育 短 時 間 の 認 定 を 受 け た 児 童 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 保 育  

（ ２ ） 時 間 外 保 育  

（ ３ ） 障 害 児 保 育  

（ ４ ） 食 事 の 提 供  

（ ５ ） 育 成 一 時 保 育 事 業 （ 和 光 市 ほ ん ち ょ う 保 育 園 の み ）  

（ ６ ） 年 末 保 育 （ 和 光 市 に い く ら 保 育 園 の み ）  
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（ 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 の 内 容 ）  

第 ５ 条  園 は 、児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準（ 昭 和 ２ ３ 年

厚 生 省 令 第 ６ ３ 号 ）に 基 づ き 、特 定 教 育・保 育 の 提 供 に 必 要 な 職 種 に

つ い て 、同 令 に 定 め の あ る 最 低 基 準 を 上 回 る 職 員 を 配 置 す る も の と す

る 。  

（ １ ） 管 理 者   施 設 長 （ 園 長 ）  １ 人  

   管 理 者 は 、特 定 教 育・保 育 の 質 及 び 職 員 の 資 質 の 向 上 に 取 り 組 む

と と も に 、 職 員 及 び 業 務 の 管 理 を 一 元 的 に 行 う 。  

（ ２ ） 事 務 職 員  必 要 な 員 数  

   事 務 職 員 は 、 庶 務 及 び 会 計 に 関 す る 業 務 に 従 事 す る 。  

（ ３ ） 看 護 職 員  必 要 な 員 数  

   看 護 職 員 は 、利 用 子 ど も の 診 療 の 補 助 及 び 看 護 並 び に 利 用 子 ど も 、

職 員 の 保 健 衛 生 管 理 に 従 事 す る 。  

（ ４ ） 保 育 士  必 要 な 員 数  

   保 育 士 は 、保 育 計 画 を 立 案 し 、そ の 計 画 に 基 づ き 、利 用 子 ど も が

安 定 し た 生 活 を 送 り 、充 実 し た 活 動 が で き る よ う 保 育 を 行 う 。ま た 、

保 護 者 か ら の 育 児 相 談 及 び 地 域 の 子 育 て 支 援 活 動 を 行 う 。  

（ ５ ） 保 育 補 助 者  必 要 な 員 数  

保 育 補 助 者 は 、 保 育 士 の 職 務 を 助 け る 。  

（ ６ ） 栄 養 士  必 要 な 員 数  

栄 養 士 は 、 献 立 の 作 成 や 調 理 業 務 及 び 食 育 に 関 す る 活 動 を 行 う 。 

（ ７ ） 医 師  内 科 医 師 （ 嘱 託 ）  １ 人  

      歯 科 医 師 （ 嘱 託 ）  １ 人  

   医 師 は 、利 用 子 ど も の 心 身 の 健 康 管 理 を 行 う と と も に 、定 期 健 康

診 断 、 職 員 及 び 保 護 者 へ の 相 談 及 び 指 導 を 行 う 。  

    

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す る 日 ）  

第 ６ 条  特 定 教 育・保 育 を 提 供 す る 日 は 、月 曜 日 か ら 土 曜 日 ま で と す る 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、

休 業 日 と す る 。  

（ １ ） 日 曜 日  

（ ２ ）国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ）に 規 定

す る 休 日  

（ ３ ） １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ３ 日 ま で  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、管 理 者 が 必 要 と 認 め る と き は 、あ ら か じ

め 保 護 者 に 情 報 提 供 を 行 い 、前 項 に 規 定 す る 休 業 日 に 特 定 教 育・保 育

を 提 供 す る こ と が で き る 。  

４  非 常 災 害 そ の 他 急 迫 の 事 情 が あ る と 管 理 者 が 認 め る と き は 、特 定 教

育 ・ 保 育 の 提 供 を 行 わ な い こ と が で き る 。  

 

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 の 提 供 を 行 う 時 間 等 ）  

第 ７ 条  特 定 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す る 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。  
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（ １ ）保 育 標 準 時 間 児 童 に 係 る 保 育 時 間（ １ １ 時 間 ）は 、午 前 ７ 時 か

ら 午 後 ６ 時 の 範 囲 内 で 、保 護 者 が 保 育 を 必 要 と す る 時 間 と す る 。 

（ ２ ）保 育 短 時 間 児 童 に 係 る 保 育 時 間（ ８ 時 間 ）は 、午 前 ８ 時 ３ ０ 分

か ら 午 後 ４ 時 ３ ０ 分 の 範 囲 内 で 、 保 護 者 が 保 育 を 必 要 と す る 時

間 と す る 。  

２  園 の 開 所 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で  午 前 ７ 時 か ら 午 後 ８ 時 ま で  

 （ ２ ） 土 曜 日  午 前 ７ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

３  保 護 者 が 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 保 育 標 準 時 間 児 童 に 係 る 保 育

時 間（ １ １ 時 間 ）及 び 保 育 短 時 間 児 童 に 係 る 保 育 時 間（ ８ 時 間 ）の 前

後 に 保 育 を 希 望 す る 場 合 に お い て 、園 は 開 所 時 間 内 に お い て 時 間 外 保

育 を 行 う こ と が で き る 。  

 

（ 利 用 者 負 担 そ の 他 の 費 用 等 ）  

第 ８ 条  利 用 者 負 担 額 は 、和 光 市 特 定 教 育・保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保

育 事 業 の 利 用 者 負 担 額 に 関 す る 条 例（ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ８ 号 ）別 表 に

定 め る と お り と す る 。  

２  園 は 、保 護 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、下 記 の 表 に 定 め る と お り 、利 用 者

負 担 金 を 徴 収 す る も の と す る 。そ の 他 、単 価 が 流 動 的 な も の の 徴 収 に

つ い て は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

 一 般 世 帯  
副 食 費  

減 免 世 帯  

生 活 保 護

世 帯  

食 材 料 費  

（ 月 額 ）  

月 の 登 園 日 数 が

１ １ 日 以 上  
７ ， ５ ０ ０ 円  ３ ， ０ ０ ０ 円  ０ 円  

月 の 登 園 日 数 が

１ ０ 日 以 下  
３ ， ７ ５ ０ 円  １ ， ５ ０ ０ 円  ０ 円  

月 の 登 園 日 数 が

０ 日  
０ 円  ０ 円  ０ 円  

３  時 間 外 保 育 に 係 る 保 護 者 負 担 費 用 の 額 は 、和 光 市 時 間 外 保 育 事 業 実

施 規 則 （ 平 成 ２ ８ 年 規 則 第 ５ 号 ） に 定 め る と お り と す る 。  

 

（ 利 用 定 員 ）  

第 ９ 条  利 用 定 員 は 、子 ど も・子 育 て 支 援 法 第 １ ９ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号

に 掲 げ る 利 用 子 ど も 区 分 ご と に 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） ほ ん ち ょ う 保 育 園  

 ０ 歳 児  １ 歳 児  ２ 歳 児  ３ 歳 児  ４ 歳 児  ５ 歳 児  計  

２ 号  

認 定  
   ２ ０ 人  ２ ０ 人  ２ １ 人  ６ １ 人  

３ 号  

認 定  
６ 人  ８ 人  １ ５ 人     ２ ９ 人  
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合 計  ６ 人  ８ 人  １ ５ 人  ２ ０ 人  ２ ０ 人  ２ １ 人  ９ ０ 人  

 

 （ ２ ） に い く ら 保 育 園  

 ０ 歳 児  １ 歳 児  ２ 歳 児  ３ 歳 児  ４ 歳 児  ５ 歳 児  計  

２ 号  

認 定  
   ２ ２ 人  ２ ３ 人  ２ ４ 人  ６ ９ 人  

３ 号  

認 定  
８ 人  １ ５ 人  １ ８ 人     ４ １ 人  

合 計  ８ 人  １ ５ 人  １ ８ 人  ２ ２ 人  ２ ３ 人  ２ ４ 人  １ １ ０ 人  

 

（ 利 用 の 開 始 及 び 終 了 に 関 す る 事 項 並 び に 利 用 に 当 た っ て の 留 意 事 項 ） 

第 １ ０ 条  園 は 、市 が 実 施 す る 利 用 調 整 に よ り 園 の 利 用 が 決 定 さ れ た と

き は 、 こ れ に 応 じ る も の と す る 。  

２  園 は 、特 定 教 育・保 育 の 提 供 の 開 始 に 際 し 、重 要 事 項 を 記 載 し た 書

面 を 、 保 護 者 と 確 認 し 、 同 意 を 得 る も の と す る 。  

３  園 は 、利 用 子 ど も が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、特 定 教 育・保

育 の 提 供 を 終 了 す る も の と す る 。  

 （ １ ）子 ど も・子 育 て 支 援 法 第 １ ９ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 規 定 す る 小

学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

（ ２ ） 保 護 者 か ら 園 の 利 用 に 係 る 取 消 し の 申 出 が あ っ た と き 。  

（ ３ ） 園 の 利 用 継 続 が 不 可 能 で あ る と 認 め た と き 。  

（ ４ ）前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、利 用 継 続 に お い て 重 大 な 支 障 又 は

困 難 が 生 じ た と き 。  

  

（ 緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法 ）  

第 １ １ 条  利 用 子 ど も に 体 調 の 急 変 が 生 じ た 場 合 そ の 他 必 要 な 場 合 に

お い て 、園 は 、速 や か に そ の 保 護 者 又 は 医 療 機 関 へ の 連 絡 を 行 う 等 の

必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

 

（ 非 常 災 害 対 策 ）  

第 １ ２ 条  園 は 、利 用 子 ど も の 安 全 を 確 保 す る た め の 取 組 を 計 画 的 に 実

行 す る た め 、 安 全 計 画 を 策 定 し 、 定 期 的 に 見 直 し を 行 う も の と す る 。 

２  管 理 者 は 、 安 全 管 理 に 関 し て 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 す る 。  

 （ １ ） 非 常 災 害 に 関 す る 具 体 的 な 計 画 の 策 定  

 （ ２ ） 非 常 災 害 時 の 関 係 機 関 へ の 通 報 並 び に 連 携 体 制 の 整 備 及 び 周      

知  

 （ ３ ） 定 期 的 な 避 難 訓 練 及 び 救 出 訓 練 そ の 他 必 要 な 訓 練 の 実 施  

 （ ４ ） 施 設 及 び 設 備 等 に 関 す る 定 期 的 な 安 全 点 検  

３  園 は 、リ ス ク が 高 い 場 面 や 緊 急 的 な 対 応 が 必 要 な 場 面 に 関 す る マ ニ
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ュ ア ル を 策 定 し 、 職 員 間 で 共 有 を 行 う も の と す る 。  

４  園 は 、利 用 子 ど も に 対 し 、発 達 段 階 に 合 わ せ て 安 全 指 導 を 行 う も の

と す る 。  

５  園 は 、保 護 者 に 対 し 、安 全 計 画 や 安 全 に 関 す る 取 組 に つ い て 周 知 し 、

家 庭 に お い て 安 全 に つ い て 学 ぶ こ と が で き る 機 会 を 提 供 す る も の と

す る 。  

 

（ 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 ）  

第 １ ３ 条  園 は 、利 用 子 ど も の 人 権 の 擁 護 、虐 待 の 防 止 等 の た め 、責 任

者 を 設 置 す る 等 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、職 員 に 対 し 、次 の

措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

 （ １ ）職 員 に よ る 利 用 子 ど も に 対 す る 虐 待 等 の 行 為（ 児 童 福 祉 法 第 ３

３ 条 の １ ０ 各 号 に 規 定 す る 行 為 を い う 。） の 禁 止  

 （ ２ ） 虐 待 の 防 止 及 び 人 権 に 関 す る 啓 発 の た め の 研 修 の 実 施  

 （ ３ ）前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、利 用 子 ど も の 人 権 の 擁 護 、虐 待 の

防 止 等 の た め に 必 要 な 措 置  

２  園 は 、職 員 又 は 保 護 者 等 に よ る 虐 待 等 の 行 為 を 受 け た と 思 わ れ る 利

用 子 ど も を 発 見 し た と き は 、速 や か に 和 光 市 担 当 課 に 報 告 を し 、必 要

な 協 力 を 行 う も の と す る 。  

 

（ 秘 密 保 持 ）  

第 １ ４ 条  園 は 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７

号 ）に 従 い 、個 人 情 報 を 適 正 に 取 り 扱 う も の と し 、保 育 を 提 供 す る 上

で 知 り 得 た 利 用 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 等 の 秘 密 を 保 持 す る も の と す

る 。  

２  園 は 、 利 用 子 ど も に 係 る 他 制 度 の サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 と の 連 携 等 、

正 当 な 理 由 が あ る と き は 、そ の 保 護 者 に 対 し 、書 面 に よ り 個 人 情 報 の

使 用 に 関 す る 同 意 を 得 た 上 で 、当 該 利 用 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 等 の 個

人 情 報 を 用 い る こ と が で き る も の と す る 。  

３  職 員 は 、職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。そ の 職 を 退 い

た 後 も 同 様 と す る 。  

 

（ 苦 情 解 決 ）  

第 １ ５ 条  園 は 、提 供 し た 特 定 教 育・保 育 に 関 す る 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切

に 対 応 す る た め 、苦 情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る 等 の 必 要 な

措 置 を 講 ず る も の と す る 。苦 情 解 決 責 任 者 、苦 情 受 付 担 当 者 及 び 第 三

者 委 員 を 設 置 し 、利 用 者 か ら 苦 情 を 受 け た 場 合 、適 切 に 解 決 に 努 め る

も の と す る  

２  園 は 、前 項 の 苦 情 を 受 け 付 け た 場 合 、当 該 苦 情 の 内 容 等 を 記 録 す る

も の と す る 。  

３  園 は 、市 か ら の 求 め が あ っ た 場 合 、市 が 行 う 調 査 に 協 力 す る と と も

に 、市 か ら 指 導 又 は 助 言 を 受 け た と き は 、当 該 指 導 又 は 助 言 に 従 っ て
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必 要 な 改 善 を 行 う も の と す る 。  

４  園 は 、前 項 の 指 導 又 は 助 言 が あ っ た 場 合 に お い て 、市 か ら の 求 め が

あ っ た と き は 、当 該 指 導 又 は 助 言 に 対 す る 改 善 の 内 容 を 市 に 報 告 す る

も の と す る 。  

 

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 の 質 の 向 上 ）  

第 １ ６ 条  園 は 、質 の 高 い 特 定 教 育・保 育 を 展 開 す る た め 、絶 え ず 、一

人 一 人 の 職 員 に つ い て の 資 質 向 上 及 び 職 員 全 体 の 専 門 性 の 向 上 を 図

る よ う に 努 め る も の と す る 。  

２  園 は 、職 員 の 園 内 研 修 及 び 園 外 研 修 の 機 会 を 設 け 、必 要 な 知 識 及 び

技 術 の 修 得 、 維 持 及 び 向 上 に 努 め る も の と す る 。  

 

（ 記 録 の 整 備 ）  

第 １ ７ 条  園 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 教 育・保 育 の 提 供 に 関 す る 記 録

を 整 備 し 、当 該 各 号 に 掲 げ る 記 録 の 区 分 に 応 じ 、そ の 完 結 の 日 か ら 当

該 各 号 に 定 め る 期 間 保 存 す る も の と す る 。  

（ １ ） 特 定 教 育 ・ 保 育 の 提 供 に 当 た っ て の 計 画  ５ 年  

（ ２ ） 特 定 教 育 ・ 保 育 に 係 る 必 要 な 事 項 の 提 供 の 記 録  ５ 年  

（ ３ ） 保 護 者 に よ る 不 正 受 給 等 に 関 す る 市 へ の 通 知 に 係 る 記 録  ５ 年  

（ ４ ） 苦 情 の 内 容 等 の 記 録  ５ 年  

（ ５ ） 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 講 じ た 処 置 に つ い て の 記 録  ５ 年  

（ ６ ） 保 育 要 録  １ ０ 年  

 

（ そ の 他 ）  

第 １ ８ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、理 事 長 が 別 に

定 め る 。  

 

 

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 昭 和 ６ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 ７ 年 ２ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

     附   則  

  こ の 規 程 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

     附   則  

  こ の 規 程 は 、 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

     附   則  

  こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


